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学校の通常再開のお知らせ 

  

  時下、平素より本校の教育にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

さて、島根県におきましては 5月 14日に政府より緊急事態宣言の解除が報告されました。これを受け、

25 日（月）から通常再開の予定としていましたが、下記の通り 19 日（火）から学校の通常再開といた

します。授業や部活動がなく心配された保護者や生徒もいたことと思います。授業に関しましては、休

業期間中の授業時数の確保のために、今後の行事予定を変更し対応させていただきます。学校では引き

続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、こまめな換気や、手洗い･消毒を実施していきます。

また、ご家庭での毎日の検温および健康観察の実施や、発熱等の風邪症状がある場合には自宅で休養す

ることへのご理解とご協力をおねがいいたします。なお、本校の BLEND、又はホームページ等で情報

発信をしていきますのでご確認ください。ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。  

  

記 

  

１．学校の通常再開について 

  ・授業について 

5 月 19 日（火）より通常時程で全校生徒の授業を再開します。 

  ・部活動について 

5 月 19 日（火）より予防対策をしたうえで、再開します。ただし、5 月中の対外試合等は禁止と

します。そして、当面の間は宿泊を伴う、県外遠征も禁止とします。 

保護者におかれましても、当面の間の他県からの来校、来県の自粛にご協力いただけるようよろ

しくお願いいたします。 

※ なお、近隣地区で新型コロナウイルス感染が確認された場合には、臨時休業等の措置をとることも

ありますのでご了承下さい。期間や出校等の変更については BLEND、又はホームページ等でお知

らせしますので、ご確認ください。  

２．その他 

〇毎日の検温の報告をお願いいたします。 

〇学校生活ではマスクを必ず着用するようご協力をお願いいたします。 

〇37.5 度以上の発熱がある場合には、「出席停止」といたしますので、登校は控えて下さい。 

〇生徒本人、家族の健康や感染に対する不安があり、保護者の判断で登校しない場合、「出席停止」と

することができますので、学校に相談して下さい。 


